
熊本市障害者施策推進協議会について【関係法令（抜粋）】 

                                  

○障害者基本法（昭和 45 年 5 月 21 日法律第 84 号） 

（障害者基本計画等）→熊本市障がい者プラン 

第 11 条 （略） 

2 （略） 

3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村にお

ける障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画

（以下「市町村障害者計画」という。）を策定しなければならない。 

4・5（略） 

6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第 36 条第 4 項※の合議制の機関を設

置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見

を聴かなければならない。 

 （※本市は指定都市のため、障害者基本法第 36 条第 1 項に基づく） 

7 （略） 

8 第 2 項又は第 3 項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたとき

は、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告す

るとともに、その要旨を公表しなければならない。 

9 第 4 項及び第 7 項の規定は障害者基本計画の変更について、第 5 項及び前項の規定は都道府

県障害者計画の変更について、第 6 項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用

する。 

 

（都道府県における合議制の機関）→熊本市障害者施策推進協議会  

第 36 条 都道府県（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 19 第 1 項の指定都市（以

下「指定都市」という。）を含む。以下同じ。）に、次に掲げる事務を処理するため、審議会そ

の他の合議制の機関を置く。 

一 都道府県障害者計画に関し、第 11 条第 5 項（同条第 9 項において準用する場合を含む。）

に規定する事項を処理すること。 

二 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事

項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。 

三 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連 

絡調整を要する事項を調査審議すること。 

2 前項の合議制の機関の委員の構成については、当該機関が様々な障害者の意見を聴き障害者 

の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。 

3 前項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、条例 

で定める。  

 

 

○障害者自立支援法（平成 17 年 11 月 7 日法律第 123 号） 

（市町村障害福祉計画）→熊本市障がい福祉計画 

第 88 条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に

基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害福祉計画」という。）を定めるもの

とする。 

2 市町村障害福祉計画においては、各年度における指定障害福祉サービス又は指定相談支援の

種類ごとの必要な量の見込みを定めるものとする。 

3 市町村障害福祉計画においては、前項に規定するもののほか、次に掲げる事項について定め 

 るよう努めるものとする。 

一 前項の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要

な見込量の確保のための方策 

二 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 

4 市町村障害福祉計画は、当該市町村の区域における障害者等の数、その障害の状況その他の

事情を勘案して作成されなければならない。 



5 市町村障害福祉計画は、障害者基本法第 11 条第 3 項に規定する市町村障害者計画、社会福祉

法第 107 条に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であつて障害者等

の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 

6 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の

意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

7 市町村は、第 89 条の 2 第 1 項に規定する自立支援協議会（以下この項及び次条第 6 項におい

て「自立支援協議会」という。）を設置したときは、市町村障害福祉計画を定め、又は変更し

ようとする場合において、あらかじめ、自立支援協議会の意見を聴くよう努めなければならな

い。 

8 障害者基本法第 36 条第 4 項※の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害福祉計画を定

め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。 

（※本市は指定都市のため、障害者基本法第 36 条第 1 項に基づく） 

9 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第 2 項に規定する事

項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。 

10 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知

事に提出しなければならない。 

 

 

○熊本市障害者施策推進協議会条例（平成 23 年 12 月 19 日条例第 77 号） 

(趣旨) 

第 1 条 この条例は、障害者基本法（昭和 45 年法律第 84 号）の規定に基づき、熊本市障害者施

策推進協議会（以下「協議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

(組織) 

第 2 条 協議会は、委員 20 人以内で組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 関係行政機関の職員 

(2) 社会福祉に関し学識経験のある者 

(3) 障害者の福祉に関する事業に従事する者及び障害者  

(4) 前 3 号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

(委員の任期) 

第 3 条 委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

2 委員は、再任されることができる。 

(会長) 

第 4 条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務 

を代理する。 

 (会議) 

第 5 条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。 

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。 

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

(庶務) 

第 6 条 協議会の庶務は、健康福祉子ども局において処理する。 

(委任) 

第 7 条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮っ

て定める。 

附 則 

この条例は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 


